
 

『ぐんまちゃんとの協働プロジェクト』第２弾の募集について 

～今までにない新しいコトやサービスをぐんまちゃんと作りませんか～ 

 

今年度からスタートした「ぐんまちゃんとの協働プロジェクト」では、ぐんまちゃんと民

間企業等が有するさまざまな知見や技術を融合し、新たな可能性の創出に取り組んでいます。 

ぐんまちゃんを活用した新たな事業について、第２弾の募集を行います。 

 
１ 募集期間 

   令和８年３月１８日（水）～令和８年５月７日（木） 

 

 ２ 募集内容 

   ぐんまちゃんは群馬県の大切な財産であり、県の魅力を伝える宣伝部長として活躍しています。そ

の活躍をさらに広げるために、ぐんまちゃんを活用した新たな事業をご提案ください。事業は原則２

年以内に実現可能なものとします。 

なお、「ぐんまちゃんを活用した新たな事業」とは、単にぐんまちゃんのイラスト等を活用した商

品ではなく、飲食・教育・宿泊等のサービスが提供される空間の創出や、デジタルコンテンツ・ツア

ーパッケージ・イベント等の事業を想定しています。 

※従来の許諾制度では対応できない分野の事業 

 

（具体例） ①ぐんまちゃんを活用した観光誘客イベントやツアー造成 

②ぐんまちゃんをメインコンセプトとした商業空間の運営 

③ぐんまちゃんをメインキャラクターとしたゲーム等のコンテンツ 

※具体例にとらわれることなく自由な発想で提案してください。 

 

 ３ 応募方法 

   法人その他の事業主体、自治体、各種団体を対象とします。 

   ※募集要項等の詳細は、群馬県ホームページをご覧ください。 

（/page/748763.html） 

 

 ４ 事業決定方法 

   いただいたご提案について、ヒアリングやプレゼンテーションによる企画提案会を開催し、決定し 

ます。 

   ※応募多数の場合、審査会の前に、事務局による書類選考を行う場合があります。    

   ・募集締切  令和８年５月７日（木）午後５時 必着 

   ・企画提案会 令和８年５月下旬 

   ・結果発表  令和８年５月下旬 

 

 ５ 注意事項 

   ・群馬県は、原則として事業に係る経費を負担しません。 

   ・案件に応じてぐんまちゃんのイラストの提供やぐんまちゃんのイベント出動を行います。なお、

出動にあたっては、ＭＣ・誘導人員等をご用意ください。出動回数については、県とパートナー

で相談の上決定します。詳細は事業決定後に県と協働パートナーで相談の上決定します。 

 

令和８年３月１８日 

知事戦略部エンターテインメント・コンテンツ課 

ぐんまちゃん推進室コンテンツ係 ☎027-226-2315     



６ 問い合わせ先 

   群馬県エンターテインメント・コンテンツ課ぐんまちゃん推進室コンテンツ係 

   ＴＥＬ：０２７－２２６－２３１５  メール：gunmachan@pref.gunma.lg.jp 

 

７ 今年度の取り組みの様子 

今年度の４者の協働パートナーとともに、イベントや商品開発、装飾企画など様々な取り組みを 

実施しています。 

協働パートナー名 プロジェクト内容 実施状況 

イオンモール株式会社

イオンモール高崎 

館内ジャック 館内をぐんまちゃんをテーマにしたハロ

ウィン装飾や正月装飾を展開 

株式会社大和屋 期間限定のコンセプトカ

フェ 

群馬県庁 32階 YAMATOYA COFFEE32にて、

期間限定で「ぐんまちゃんカフェ」を実施 

わたらせ渓谷鐵道株式

会社 

コンセプト列車ツアーの

造成 

「ぐんまちゃん列車」などの実施に向けて

調整中 

みなかみ町 インバウンドツアー造成 ぐんまちゃんを活用したインバウンドツ

アー造成等に向けて調整中 

 

８ 既存制度との比較について 

「ぐんまちゃんとの協働プロジェクト」は、従来の利用許諾やコラボレーションのように、単にぐん

まちゃんのイラスト等を活用した食品・文房具等の商品に留まらず、飲食・教育・宿泊といったサービ

スが提供される空間の創出やビジネス展開など、自由な発想で新しい試みが可能となります。 

（制度比較） 

（１）利用許諾 

 ６００点以上のオリジナルイラストを無償※でご利用いただけます。 

 ご利用にあたっては、加工や配置、指定色等のルールを定めております。 

「『ぐんまちゃん』の利用に関する取扱要領」及び「ぐんまちゃん利用の手引き」をご確認ください。 

※一部有料のイラストがあります。 

 

（２）コラボレーション 

 利用許諾制度の規定にとらわれない、自由な発想でのぐんまちゃんと事業者様のコラボレーション

を可能とした制度です。 

mailto:gunmachan@pref.gunma.lg.jp

